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　令和５年１月25日（水）群馬会館ホールにおいて、金
融・経済講演会を開催しました。
　昭和女子大学理事長・総長の坂東眞理子氏が、「ウィズ
コロナ時代の家庭経済学」と題して、社会経済環境が大き
く変化する時代を生きる上での考え方や、幸せなお金の
使い方などについて講演し、150名の聴講者が熱心に耳
を傾けました。

金融知識普及功績者表彰受賞
　金融庁と日本銀行で金融に係る知識の普及・向上に功績のあった個人・団体
を表彰する今年度の金融知識普及功績者表彰において、板橋美代子氏が表彰
されました。　　　　　　
　群馬県金融広報アドバイザーの板橋氏は、ファイナンシャル・プランナーの
知識と経験を生かし、高齢者や女性、障がい者などに、工夫を凝らした分かり
やすい講座を行うなど、金融に係る知識の普及・向上に、積極的に取り組んで
きたことが評価されました。

群馬県金融広報アドバイザー  森田　裕一金融広報アドバイザーからのレポート
　昨年の４月１日に改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。悪質な業
者が成年年齢に達したばかりの若者をターゲットにすることは以前から指摘されており、若
年の成人層がマルチ商法などの消費者被害に遭うことが今後ますます懸念されます。
　しかし、消費者契約法や特定商取引法などの消費者を保護するための現行の法制度は、若
年の成人層の被害防止・被害回復には十分に対応していないと言わざるを得ません。
　そこで、消費者教育を充実させることが今後ますます重要になってきており、小学校・中学
校・高等学校の学習指導要領も改訂される動きがありますが、われわれ金融広報アドバイ
ザーも消費者教育において重要な役割を果たしていかなければいけないと考えています。
　昨今のコロナ禍の影響で、学校で消費者教育の講義を行うことは減ってしまいましたが、
機会があれば積極的に取り組んでいきたいと思います。
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群馬県消費生活センターからのお知らせ

　民法改正による成年年齢の引下げで、１８歳・１９歳も大人として一人で契約できるようになり、若者
の消費者トラブルの相談が増えています。改正後（令和４年4月～令和５年1月）に群馬県内の消費生活セ
ンターに寄せられた18歳・19歳からの相談状況をまとめました。

　18歳・19歳でも「クレジットカード」の作成や「ローン」が組めるようになったため、数十万円の契約を
してしまったという相談が多く寄せられています。
　他にも、投資や副業などの儲け話の相談も寄せられており、「簡単に儲かる話」には要注意です！

群馬県消費生活センター  ☎０２７－２２３－３００１
平日　９：００～１6：3０（電話・来所相談） ※来所相談は予約制
土曜　９：００～１２：００／１３：００～１６：３０（電話相談のみ） ※日曜・祝日・年末年始は休み

消費者トラブルのご相談は消費生活センターへ。  困ったらまず相談！

検 索

詳しくは

http://gunma-kinkoui.com/

群馬県金融広報委員会

2022年度金融教育公開授業in群馬（県立渋川工業高等学校）
　県立渋川工業高等学校では、令和3年度・4年度の金融教育研究校として金融教育に取り組み、令和４年
11月22日（火）に金融教育公開授業を実施しました。

①公開授業　「ひとり暮らしの生活費を考えよう」　　１年情報システム科 
②講　　演　「社会で活躍する若者へのメッセージ」　講師　住田　裕子 氏（弁護士）

　令和４年度・５年度は県立藤岡特別支援学校を金融教育研究校として委嘱し、健全な金銭感覚を身に付
け、賢い消費者として自立する活動を支援いたします。

成年年齢引下げ後に18歳・１９歳の
消費者トラブルが増加！！

 

契約当事者が18歳・19歳の群馬県内
相談件数の推移（令和５年１月末時点）

※令和3年度、令和4年度ともに4月～1月の実績
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18歳・19歳からの相談が28件増加！

・部分脱毛を希望していたが31万円の全身脱毛をすすめられ断り切
れず、ローンを組んで契約してしまった

・友人に「無料だから一緒に行こう」と誘われフェイシャルエステの体
験に行ったところ、脱毛をすすめられ30万円コースを分割払いで契
約してしまった

「脱毛エステ」の相談が急増！！  前年度同期2件→15件

消費者ホットライン
☎188（いやや）

【トラブル防止のポイント】
・「お試し」などメリットばかりを強調した広告や勧誘をうのみにしない
・契約は慎重に！安易な借金は絶対にしない
（ローンや分割払いも借金と同じ！）
・クーリング・オフできる場合があります。一人で抱え込まずに消費
生活センターにすぐ相談！


